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第１ 対象企業 

コンプライアンス確立に係る事前審査（以下「事前審査」という）の対象は、

（１）又は（２）に該当し、かつ、申請の日から過去５年間のいずれかの時期に

管理職隊員※１が建設工事の関連部署※２に在籍する※３企業とする。 

（１）受注実績企業（当該年度を含む過去５年以内に、防衛省が発注する建設工

事※４を受注した実績を有する企業（同営利企業の会社法第２条第３号に規

定する子会社である営利企業及び合併や分社等により当該企業の後継とな

った企業を含む）） 

（２）事案関連企業（平成１８年に発生した防衛施設庁入札談合に関与したと認

定された企業（同営利企業の子会社及び合併や分社等により当該企業の後

継となった企業を含む）） 

※１ 行（一）７級Ⅱ種・一佐（三）Ⅱ種相当以上の隊員をいう。 

※２ 建設工事に関連する営業、設計、施工又は積算を担当する部署をいう。ただし、

顧問等であっても、防衛省の建設工事関連部署の職員と接触する機会があれば、

関連部署に所属する場合に含まれる。 

※３ 申請時点で当該管理職隊員が既に企業を退職していても、対象期間に在籍した

場合は対象となる。 

※４ 建設業法第２条第 1 項に定める建設工事で、工事費が１件２５０万円以上のも

の（建設工事に係る防衛省の競争参加資格に基づく契約に限る。物品・役務の提

供等に係る契約を除く）。 

 

第２ 事前審査の手続き 

１ 提出資料 

（１）事前審査申請書（属紙１） 

（２）添付資料（属紙２） 

※前回の競争参加資格審査において確認コードを付与されている場合は、添

付資料の提出を省略することができる。ただし、前回の資格審査結果通知

書に記載された登録年月日から申請の日までに、地方防衛局長等から入札

談合を理由とした指名停止を受けた場合を除く。 

２ 提出時期 

（１）定期登録手続きにより競争参加資格の審査を受ける場合は、競争参加資格審

査に係る公示の日（例年１０月初旬）から年末まで（１２月１８日まで）※５

の間に提出する。 

※５ 期限日以降の提出については、翌年度（４月１日以降）に確認コードを付与す

る。 

（２）随時登録手続きにより競争参加資格の審査を受ける場合は、随時登録の申請

前に提出する。 

３ 提出方法 

郵送（担当窓口宛て、書留郵便に限る） 



 

第３ 事前審査終了後の手続き 

（１）定期登録手続きにより競争参加資格の審査を受ける場合は、インターネット

一元受付により、業態調書８の採用実績欄を「有」とし、確認コード欄に担

当窓口から通知された確認コードを入力する。 

（２）随時登録手続きにより競争参加資格の審査を受ける場合は、防衛省ホームペ

ージから業態調書の様式をダウンロードし、採用実績を「有」とし、確認コ

ード欄に担当窓口から通知された確認コードを記載する。 

 

第４ その他 

（１）事前審査による確認コードの付与を受けていない場合は、競争参加資格の申

請を受け付けない。また、競争参加資格の通知後に事前審査の未実施が判明

した場合は、虚偽の申請として競争参加資格を取り消すこととする。 

（２）提出された資料は、事前審査に係る手続き以外に申請者に無断で使用しない。 

 

［担当窓口］ 

〒１６２－８８０１ 

東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛省整備計画局建設制度官（再就職担当） 

０３－３２６８－３１１１（内線３６４４２） 


